
日�

時
　
８
月
24
日
㈪
～
９
月
８
日
㈫

18
時
～
19
時
40
分
（
金
・
土
・
日

曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

場�

所
　
北
海
道
立
室
蘭
高
等
技
術
専

門
学
院
（
室
蘭
市
み
ゆ
き
町
２
丁

目
９

－

５
）

対�

象
　
業
務
上
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

の
基
本
的
な
ス
キ
ル
が
必
要
な
方

内�

容
　
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
基
礎

定�

員
　
15
人
（
申
し
込
み
順
）

募�

集
案
件
　
登
別
市
消
防
団
条
例
の

一
部
改
正
（
案
）

募�

集
期
間
　
７
月
１
日
㈬
～
31
日
㈮

閲�

覧
場
所
　
市
役
所
１
階
市
民
ロ

ビ
ー
、
各
支
所
、
市
民
会
館
、
し

ん
た
21
、
市
立
図
書
館
、
市
立
図

書
館
ア
ー
ニ
ス
分
館
、
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
、
消
防
本
部
総
務
グ

ル
ー
プ
に
備
え
付
け
る
ほ
か
、
市

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

提�

出
方
法
　
閲
覧
場
所
に
備
え
付
け

の
専
用
用
紙
か
任
意
の
様
式
に
案

件
名
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

意
見
を
記
入
し
、
閲
覧
場
所
に
備

え
付
け
の
意
見
箱
に
投
函
す
る
か
、

郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー

ル
で
消
防
本
部
総
務
グ
ル
ー
プ

（
〒
059

－

８
７
０
１
中
央
町
６
丁

目
11
、

�
０
２
５
９
、
Ｅ
メ
ー

ル
：firedep@

city.noboribets�
u.lg.jp

）
に
提
出

※�

電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で
の
ご

意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

意�

見
に
対
す
る
回
答
　
市
の
考
え
方

を
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

す
る
ほ
か
、
閲
覧
場
所
に
閲
覧
フ

ァ
イ
ル
を
備
え
付
け
ま
す

※�

意
見
を
提
出
さ
れ
た
方
へ
の
個
別

日�
時
　
７
月
９
日
㈭
・
22
日
㈬
９
時

30
分

場�
所
　
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー

対�

象
　
60
歳
以
上
の
方

持�

ち
物
　
筆
記
用
具

※�

当
日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
（
☎
�
０
８
８
０
）

の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

※�

意
見
を
提
出
さ
れ
た
方
の
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
は
公
表
し
ま
せ

ん
。

問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
９
６
１
１
）

試�

験
日
　
９
月
６
日
㈰

場�

所
　
札
幌
市

内�

容
　
甲
種
、
乙
種
（
第
１
類
～
６

類
）
、
丙
種

受�

験
願
書
受
付
期
間
　

・・�

書
面
…
７
月
30
日
㈭
～
８
月
６
日

㈭
・・�

電
子
…
７
月
27
日
㈪
～
８
月
３
日

㈪
※�

願
書
は
消
防
本
部
や
消
防
署
、
各

消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

※�
電
子
申
請
に
つ
い
て
は
、
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�
（
☎
�
９
６
１
１
）

テ�

キ
ス
ト
代
　
約
１
千
円

申�

し
込
み
　
７
月
13
日
㈪
か
ら
31
日

㈮
ま
で
に
同
学
院

�

（
☎
�
７
８
２
０
）

◎
自
衛
官
候
補
生
　

対
象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

申
込
期
限
　
９
月
11
日
㈮

◎
一
般
曹
候
補
生
　

対�

象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

申�

込
期
限
　
９
月
10
日
㈭

◎
航
空
学
生
　

対�

象
　
海
上
…
18
歳
以
上
23
歳
未
満

の
方
、
航
空
…
18
歳
以
上
21
歳
未

満
の
方

申�

込
期
限
　
９
月
10
日
㈭

問�

い
合
わ
せ
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協

力
本
部
室
蘭
地
域
事
務
所

�

（
☎
�
９
５
３
３
）

能
力
開
発
セ
ミ
ナ
ー

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
公
募
）
を
行
い
ま
す

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

入
会
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

令
和
２
年
度

第
４
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

自
衛
官
候
補
生
を

募
集
し
て
い
ま
す

空家等除却後新築補助金を交付します

問い合わせ
都市政策グループ
（☎�３２３０）

　現在、空き家となっている建物を購入し、除却や新築を行う方に補助金を交付します。

補助の条件　
・・�売買契約により空き家を取得すること（す
でに取得済みの方は対象外）
・・�登別市空き家情報登録制度に登録されてい
る空き家であること
・・�昭和56年以前に建築され、原則、建築基準
法の規定に違反していない空き家であるこ
と
・・�補助を受けて新築した住宅に５年以上居住
する見込みであること
・・�申請日において、すでに一戸建て住宅に居
住していないこと（借家や同居であること
などの証明ができる場合を除く）
・・�市内に本店や支店、営業所、出張所がある
工事施工事業者により実施される50万円以
上の除却工事であること
・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係者でないこと
※�このほかにも条件があります。

▶補助額　
　�除却費用の２分の１（上限額50万円、下限
額25万円）
▶申込期間　
　７月27日㈪～８月７日㈮
▶申し込み　
　�都市政策グループに備え付け、または市公
式ウェブサイトに掲載の申
請書に必要事項を記入し、
実施（変更）計画書や概算
見積書の写し、現況写真な
どを持参の上、都市政策グ
ループに提出
※�補助の条件や提出書類について、詳しくは
問い合わせください。

11  ２０２０．７月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド


